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○
青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

○
青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

(

防

災

危
機
管
理
課)
…

�

○
生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

(

人

事

課)
…

�

告

示

○
文
書
記
号
の
一
部
改
正

(

総
務
学
事
課)

…

�

○
青
森
県
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
完
了
報
告
に
関
す
る
要
綱
の
一
部

を
改
正
す
る
要
綱

(

環
境
保
全
課)

…

�

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
環
境
政
策
課
の
項
の
第
十
号
中

｢

地
域
連
携
部
の
環
境
管
理
事
務
所｣

を

｢

環
境
管

理
部｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
六
号
中

｢

福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
並
び
に｣

を
削
り
、
同

条
の
高
齢
福
祉
保
険
課
の
項
の
第
九
号
中

｢

介
護
保
険
審
査
会｣

の
下
に

｢

、
国
民
健
康
保
険
運
営

協
議
会｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
の
第
十
号
と
し
、
同
項
の
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
河
川
砂
防
課
の
項
中
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
六

号
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
の
防
災
危
機
管
理
課
の
項
の
第
四
号
中

｢

消
防
保
安
課
及
び｣

を
削
り
、
同
項
の

第
十
号
を
同
項
の
第
十
一
号
と
し
、
同
項
の
第
九
号
中

｢

及
び｣

を

｢

、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防

災
本
部
及
び｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
十
号
と
し
、
同
項
中
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
係
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
二
の
消
防
保
安
課
の
項
の
第
四
号
中

｢

こ
と｣

の
下
に

｢
(

防
災
危
機
管
理
課
の
分

掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
項
の
第
十
五
号
中

｢

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部

及
び｣

を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
七
を
第
二
十
三
条
の
八
と
し
、
第
二
十
三
条
の
六
を
第
二
十
三
条
の
七
と
し
、
第

二
十
三
条
の
五
を
第
二
十
三
条
の
六
と
し
、
第
二
十
三
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
総
括
主
幹
専
門
員)

第
二
十
三
条
の
五

課
に
必
要
に
応
じ
総
括
主
幹
専
門
員
を
置
く
。

２

総
括
主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又

は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

第
二
十
五
条
の
五
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
の
五
の
三

出
納
局
の
課
に
必
要
に
応
じ
総
括
主
幹
専
門
員
を
置
く
。
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２

総
括
主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又

は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中

｢

置
く｣

の
下
に

｢

ほ
か
、
東
青
地
域
県
民
局
、
中
南
地
域
県
民
局
、
三

八
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
に
環
境
管
理
部
を
置
く｣

を
加
え
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、

第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中

｢

第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
、
西
北
地
域
県
民
局
及
び
上
北

地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
第
七
号｣

を

｢

、
第
二
号
及
び
第
四
号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

部

内
の｣

を
削
り
、

｢

こ
と｣
の
下
に

｢
(

他
部
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
項

第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

青
森
県
財
務
規
則
第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
中
調
達
物
品
の
購
入
に
関
す
る

こ
と
。

五

局
内
各
部
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
削
り
、
第

五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

３

環
境
管
理
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
害
の
防
止
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
第
一
号
中

｢

こ
と｣

の
下
に

｢
(

他
総
室
の
分
掌
に

係
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中

｢
第
九
号
か
ら
第

十
六
号｣

を

｢

第
十
号
か
ら
第
十
七
号｣

に
改
め
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

総
室
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
九
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を

第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

総
室
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
十
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
中

｢

第
九
項
第
一
号
か
ら
第

八
号
ま
で
及
び
前
項
各
号｣

を

｢

第
八
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
二
号
及
び
第
三

号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

総
室
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
中
第
十
一
項
を
第
十
項
と
し
、
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項

中

｢

前
条
第
五
項｣

を

｢

前
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
す
る
。

第
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条

削
除

第
七
十
七
条
中

｢

第
三
項｣

を

｢

第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
条
第
二
項
中

｢

第
三
十
一
条
第
五
項｣

を

｢

第
三
十
一
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条

第
三
項
中

｢

か
ら
第
五
項
ま
で｣

を

｢

及
び
第
三
項｣

に
、

｢

及
び
前
条
第
一
項｣

を

｢

並
び
に
前

条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
の
項
中

｢

、
室
長
、
課
長

(

東
青
地
域
県
民
局
を
除

く
。)

、
環
境
管
理
事
務
所
長(

西
北
地
域
県
民
局
及
び
上
北
地
域
県
民
局
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、

同
表
地
域
県
民
局
の
県
税
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
青
森
県
消
防
学
校
の
項
中

｢

校
長｣

の
下
に

｢

、
副
校
長｣

を
加
え
、
同
表
各
出
先
機

関

(

地
域
県
民
局
を
除
く
。)

及
び
各
地
域
県
民
局
の
各
部
共
通
の
項
中

｢

｢

を

に
改
め
る
。

｣

｣

別
表
第
四
第
一
号
の
表
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
別
表
第
四
第
二
号
の
表
中
室
長
の
項
を
削
り
、

｢

｣
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地
域
県
民
局
の
環
境
管
理
部

部
長

総
括
主
幹

総
括
主
幹
専
門
員

総
括
主
幹

教
頭

副
校
長

教
頭

家
畜
保
健
衛
生
所
長

環
境
管
理
事
務
所
長
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を｢

｣

に
改
め
、
課
長
の
項
を
削
り
、
別
表
第
四
第
四
号
の
表
総
括
主
幹
看
護
師
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

別
表
第
五
児
童
福
祉
司
の
項
中

｢

第
十
三
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
三
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
青
森
県
介
護
保
険
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
六
青
森
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会
の
項
中

｢
(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号)

｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
防
災
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青 森 県 報平成29年３月31日 金曜日 号外第29号3

家
畜
保
健
衛
生
所
長

総
括
主
幹
専
門
員

培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
関
す

る
事
務
に
従
事
す
る
。

青
森

県
国

民
健

康
保

険
運

営
協

議
会

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度

を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健

康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

(

平
成
二
十
七
年

法
律
第
三
十
一
号)

第
四
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国

民
健
康
保
険
法

(

昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
九
十
二
号)

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運

営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す

る
こ
と
。

会
長

委
員

一

被
保
険

者
を

代
表

す
る

者
二

保
険
医

又
は

保
険

薬
剤

師
を

代
表

す
る

者
三

公
益
を

代
表

す
る

十
五
人

以
内
。

た
だ
し

、
被
保

険
者
を

代
表
す

る
者
、

保
険
医

又
は
保

険
薬
剤

師
を
代

表
す
る

者
及
び

公
益
を

代
表
す

る
者
は

各
同
数

と
し
、

被
用
者

平
成
三

十
年
三

月
三
十

一
日
ま

で

公
益

を
代

表
す

る
者

と
し

て
委

嘱
さ

れ
た

委
員

の
う

ち
か

ら
委

員
が

選
挙

す
る

。

高
齢

福
祉

保
険

課

者
四

被
用
者

保
険

等
保

険
者

を
代

表
す

る
者

保
険
等

保
険
者

を
代
表

す
る
者

は
当
該

数
の
半

数
以
上

か
つ
当

該
数
以

内
と
す

る
。

青
森

県
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

防
災

本
部

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害

防
止
法

(

昭
和
五
十
年
法
律

第
八
十
四
号)

第
二
十
七
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

の
区
域
内
に
所
在
す
る
特
別

防
災
区
域
に
係
る
防
災
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

防
災
計
画
を
作
成
し
、
及

び
そ
の
実
施
を
推
進
す
る

こ
と
。

二

防
災
に
関
す
る
調
査
研

究
を
推
進
す
る
こ
と
。

三

防
災
に
関
す
る
情
報
を

収
集
し
、
こ
れ
を
関
係
者

に
伝
達
す
る
こ
と
。

四

災
害
が
発
生
し
た
場
合

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

等
災

害
防

止
法

の
規

定
に

よ
る

。

石
油
コ

ン
ビ
ナ

ー
ト
等

災
害
防

止
法
の

規
定
に

よ
る
。

知
事
の

部
内
の

職
員
の

う
ち
か

ら
指
名

さ
れ
る

本
部
員

の
定
数

は
十
三

人
以
内

、
知
事

に
よ
り

指
定
さ

れ
る
市

町
村
の

市
町
村

長
で
あ

る
本
部

知
事
に

よ
り
任

命
さ
れ

る
本
部

員
の
任

期
は
、

二
年
と

す
る
。

石
油

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

等
災

害
防

止
法

の
規

定
に

よ
る

。

防
災

危
機

管
理

課



( )

別
表
第
六
青
森
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
項
を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則(

平
成
十
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

地
域
連
携
部
の
環
境
管
理
事
務
所
長｣

を

｢

環
境
管
理
部
長｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

３

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
六
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
四

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

地
域
連
携
部
の
環
境
管
理
事
務
所｣

を

｢

環
境
管
理
部｣

に
改
め
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
備
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
備
に
関
す
る
訓
令

(

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
27
の
４
の
項
中

｢主
幹
専
門
員
｣

を

｢総
括
主
幹
専
門
員
｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
創
意
と
工
夫
が
光
る
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
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に
お
い
て
、
県
、
関
係
特

定
地
方
行
政
機
関
、
関
係

市
町
村
、
関
係
公
共
機
関
、

県
の
区
域
内
の
公
共
的
団

体
及
び
県
の
区
域
内
の
特

別
防
災
区
域
に
所
在
す
る

特
定
事
業
所
に
係
る
特
定

事
業
者
そ
の
他
当
該
特
別

防
災
区
域
内
の
防
災
上
重

要
な
施
設
の
管
理
者
が
石

油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災

計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す

る
災
害
応
急
対
策
及
び
災

害
復
旧
に
係
る
連
絡
調
整

を
行
う
こ
と
。

五

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

現
地
防
災
本
部
に
対
し
て
、

災
害
応
急
対
策
の
実
施
に

関
し
必
要
な
指
示
を
行
う

こ
と
。

六

災
害
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
、
国
の
行
政
機

関

(

関
係
特
定
地
方
行
政

機
関
を
除
く
。)

及
び
他

の
都
道
府
県
と
の
連
絡
を

行
う
こ
と
。

七

そ
の
他
特
別
防
災
区
域

に
係
る
防
災
に
関
す
る
重

要
な
事
項
の
実
施
を
推
進

す
る
こ
と
。

員
の
定

数
は
九

人
以
内

、
知
事

に
よ
り

任
命
さ

れ
る
本

部
員
の

定
数
は

二
人
以

内
と
す

る
。



( )

事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
改
正)

第
二
条

次
に
掲
げ
る
訓
令
の
規
定
中

｢

と
き
は
地
域
支
援
室
長
が
、
地
域
連
携
部
長
及
び
地
域
支

援
室
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は｣

を

｢

と
き
は
、｣

に
改
め
る
。

一

青
森
県
創
意
と
工
夫
が
光
る
元
気
な
あ
お
も
り
づ
く
り
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す

る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
一
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲

第
二
十
一
号)
第
五
条
第
一
項

二

青
森
県
市
町
村
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等

に
関
す
る
規
程

(
平
成
二
十
四
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
六
号)

第
五
条
第
一
項

三

青
森
県
地
域
の
元
気
支
援
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の
委

任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
六
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
三
号)

第
五
条
第
一
項

四

青
森
県
未
来
を
変
え
る
元
気
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
地
域
県
民
局
長
へ
の

委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
八
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

第
五
条
第
一
項

五

青
森
県
西
北
地
域
ト
ッ
プ
プ
レ
ー
ヤ
ー
ズ
育
成
環
境
整
備
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る

事
務
の
西
北
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令

甲
第
十
六
号)

第
五
条
第
一
項

六

青
森
県
西
北
地
域
空
き
家
利
活
用
シ
ス
テ
ム
効
果
検
証
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事

務
の
西
北
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
七
年
十
月
青
森
県
訓
令
甲

第
十
五
号)

第
五
条
第
一
項

七

青
森
県
津
軽
手
わ
ざ
職
人
流
通
機
能
強
化
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
中
南
地
域
県

民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

第
五

条
第
一
項

八

青
森
県
三
八
地
域
産
学
出
会
い
創
出
実
証
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
三
八
地

域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
八
年
六
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

第
五
条
第
一
項

九

青
森
県
三
八
地
域
広
域
観
光
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の

三
八
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十

五
号)

第
五
条
第
一
項

十

青
森
県
八
戸
広
域
観
光
復
興
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
三
八
地
域
県
民
局
長

へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
二
十
四
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

第
五
条
第
一

項

(

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
装
規
程
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
装
規
程

(

昭
和
二
十
七
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
四
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
、

｢

校
長｣

を

｢

校
長
及
び
副
校
長｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
制
の
一
部
改
正)

第
四
条

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
制

(

昭
和
三
十
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
表
中

｢

校
長｣

を

に

｢

総
括
主
幹｣

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
い
森
鉄
道
対
策
室
設
置
規
程
及
び
世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
い
森
鉄
道
対
策
室
設
置
規
程
及
び
世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

(

青
い
森
鉄
道
対
策
室
設
置
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
い
森
鉄
道
対
策
室
設
置
規
程

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

総
括
主
幹｣

の
下
に

｢

、
総
括
主
幹
専
門
員｣

を
加
え
、
同
条
中
第
九
項

を
第
十
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

５

総
括
主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
対
策
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、

経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

(

世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程
の
一
部
改
正)
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校
長

副
校
長

総
括
主
幹

総
括
主
幹
専
門
員



( )

第
二
条

世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
設
置
規
程

(

平
成
二
十
七
年
十
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

総
括
主
幹｣

の
下
に

｢

、
総
括
主
幹
専
門
員｣

を
加
え
、
同
条
中
第
九
項

を
第
十
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

５

総
括
主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
推
進
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、

経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室
設
置
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室
設
置
規
程

第
一
条
中

｢

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室

(

以
下

｢

支
援
室｣

を

｢

量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室

(

以

下

｢

準
備
室｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢

支
援
室｣

を

｢

準
備
室｣

に
改
め
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と

し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

青
森
県
量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
の
開
設
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
中

｢

支
援
室｣

を

｢

準
備
室｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

支
援
室｣

を

｢

準
備
室｣

に
改
め
、

｢

総
括
主
幹｣

の
下
に

｢

、
総
括
主
幹

専
門
員｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中｢

支
援
室｣

を｢

準
備
室｣

に
改
め
、

同
条
第
九
項
中

｢

対
策
室｣

を

｢

準
備
室｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中
第
八
項

を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中

｢

支
援
室｣

を

｢

準
備
室｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

｢

支
援
室｣

を

｢

準
備
室｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

総
括
主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
準
備
室
の
所
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、
経

験
又
は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程

(

昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
危
機
管
理
局
各
課

(

室)

の
項
中

｢
(

室)
｣

を
削
り
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
連

携
部

(

環
境
管
理
事
務
所
に
限
る
。)

、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

地
域
連
携
部

(

環
境
管
理

事
務
所
に
限
る
。)

｣

を

｢

環
境
管
理
部｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月31日 金曜日 号外第29号 6



( )

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
危
機
管
理
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
部
の
部
中

｢

を

｣

｢
に
改
め
る
。

｣

第
三
条
生
活
再
建
・
産
業
復
興
班
の
項
を
削
り
、
同
条
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
班
の
項
中

｢

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支

援
班｣

を

｢

量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
班｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
八
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
設
置
規
程

(

平
成
二
十
三
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号)

は
、
廃
止

す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢
(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
含
む
。
以
下
同

じ
。)

｣

及
び

｢
(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
の
チ
ー
ム
を
含
む
。)

｣

を
削
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号

(

文
書
記
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
の
表
生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
の
項
を
削
り
、
同
表
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

２
の
表
東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
青
森
環
境
管
理
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
東
青
地
域
県

民
局
県
税
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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生
活
再
建
・
産
業
復
興
班

原
子
力
安
全
対
策
班

生
活
再
建
・
産
業
復
興
室
長

原
子
力
安
全
対
策
課
長

原
子
力
安
全
対
策
班

原
子
力
安
全
対
策
課
長

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
班

Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
支
援
室
長

量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
班

量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室
長

量
子
科
学
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室

青
量



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

２
の
表
中
南
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
弘
前
環
境
管
理
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
中
南
地
域
県

民
局
県
税
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
表
三
八
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
八
戸
環
境
管
理
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
三
八
地
域
県

民
局
県
税
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
表
下
北
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
む
つ
環
境
管
理
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
下
北
地
域
県

民
局
県
税
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

青
森
県
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
完
了
報
告
に
関
す
る
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
完
了
報
告
に
関
す
る
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

青
森
県
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
完
了
報
告
に
関
す
る
要
綱

(

平
成
二
十
九
年
一
月
青
森
県
告
示

第
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
中

｢

地
域
連
携
部
の
環
境
管
理
事
務
所
長｣

を

｢

環
境
管
理
部
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
青
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部

東
県
局
環
境

中
南
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部

中
県
局
環
境

三
八
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部

三
県
局
環
境

下
北
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部

下
県
局
環
境


